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章 

総
則  

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
東
日
本
大
震
災
が
、
そ
の
被
害
が
甚
大
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
被
災
地
域
が
広
範
に
わ
た
る
等
極
め

て
大
規
模
な
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
地
震
及
び
津
波
並
び
に
こ
れ
ら
に
伴
う
原
子
力
発
電
施
設
の
事
故
に
よ
る
複
合
的
な

も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
我
が
国
に
と
っ
て
未
曽
有
の
国
難
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に

つ
い
て
の
基
本
理
念
を
定
め
、
並
び
に
現
在
及
び
将
来
の
国
民
が
安
心
し
て
豊
か
な
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
経
済
社
会



 

二 

の
実
現
に
向
け
て
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
資
金
の
確
保
、
復
興
特
別
区
域
制
度
の
整
備
そ
の
他
の
基
本
と

な
る
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
東
日
本
大
震
災
復
興
対
策
本
部
の
設
置
及
び
復
興
庁
の
設
置
に
関
す
る
基
本
方
針
を
定
め

る
こ
と
等
に
よ
り
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
推
進
と
活
力
あ
る
日
本
の
再
生
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。 

 

（
基
本
理
念
） 

第
二
条 

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
理
念
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

一 

未
曽
有
の
災
害
に
よ
り
、
多
数
の
人
命
が
失
わ
れ
る
と
と
も
に
、
多
数
の
被
災
者
が
そ
の
生
活
基
盤
を
奪
わ
れ
、
被
災

地
域
内
外
で
の
避
難
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
等
甚
大
な
被
害
が
生
じ
て
お
り
、
か
つ
、
被
災
地
域
に
お
け
る
経
済
活
動

の
停
滞
が
連
鎖
的
に
全
国
各
地
に
お
け
る
企
業
活
動
や
国
民
生
活
に
支
障
を
及
ぼ
し
て
い
る
等
そ
の
影
響
が
広
く
全
国
に

及
ん
で
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
国
民
一
般
の
理
解
と
協
力
の
下
に
、
被
害
を
受
け
た
施
設
を
原
形
に
復
旧
す
る
こ
と
等
の

単
な
る
災
害
復
旧
に
と
ど
ま
ら
な
い
活
力
あ
る
日
本
の
再
生
を
視
野
に
入
れ
た
抜
本
的
な
対
策
及
び
一
人
一
人
の
人
間
が

災
害
を
乗
り
越
え
て
豊
か
な
人
生
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
行
わ
れ
る
復
興
の
た
め
の
施
策

の
推
進
に
よ
り
、
新
た
な
地
域
社
会
の
構
築
が
な
さ
れ
る
と
と
も
に
、
二
十
一
世
紀
半
ば
に
お
け
る
日
本
の
あ
る
べ
き
姿



  

三 

を
目
指
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
行
政
の
内
外
の
知
見
が
集
約
さ
れ
、
そ
の
活
用
が
さ
れ
る
べ

き
こ
と
。 

 

二 

国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
適
切
な
役
割
分
担
及
び
相
互
の
連
携
協
力
並
び
に
全
国
各
地
の
地
方
公
共
団
体
の
相
互
の
連

携
協
力
が
確
保
さ
れ
る
と
と
も
に
、
被
災
地
域
の
住
民
の
意
向
が
尊
重
さ
れ
、
あ
わ
せ
て
女
性
、
子
ど
も
、
障
害
者
等
を

含
め
た
多
様
な
国
民
の
意
見
が
反
映
さ
れ
る
べ
き
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
被
災
に
よ
り
本
来
果
た
す
べ
き
機
能
を

十
全
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
地
方
公
共
団
体
が
あ
る
こ
と
へ
の
配
慮
が
さ
れ
る
べ
き
こ
と
。 

 

三 

被
災
者
を
含
む
国
民
一
人
一
人
が
相
互
に
連
帯
し
、
か
つ
、
協
力
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
国
民
、
事
業
者
そ
の
他
民

間
に
お
け
る
多
様
な
主
体
が
、
自
発
的
に
協
働
す
る
と
と
も
に
、
適
切
に
役
割
を
分
担
す
べ
き
こ
と
。 

 

四 

少
子
高
齢
化
、人
口
の
減
少
及
び
国
境
を
越
え
た
社
会
経
済
活
動
の
進
展
へ
の
対
応
等
の
我
が
国
が
直
面
す
る
課
題
や
、

食
料
問
題
、
電
力
そ
の
他
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
の
制
約
、
環
境
へ
の
負
荷
及
び
地
球
温
暖
化
問
題
等
の
人
類
共
通
の
課

題
の
解
決
に
資
す
る
た
め
の
先
導
的
な
施
策
へ
の
取
組
が
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
。 

 

五 

次
に
掲
げ
る
施
策
が
推
進
さ
れ
る
べ
き
こ
と
。 

 
 

イ 

地
震
そ
の
他
の
天
災
地
変
に
よ
る
災
害
の
防
止
の
効
果
が
高
く
、
何
人
も
将
来
に
わ
た
っ
て
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と



 

四 

の
で
き
る
安
全
な
地
域
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
の
施
策 

 
 

ロ 

被
災
地
域
に
お
け
る
雇
用
機
会
の
創
出
と
持
続
可
能
で
活
力
あ
る
社
会
経
済
の
再
生
を
図
る
た
め
の
施
策 

 
 

ハ 
地
域
の
特
色
あ
る
文
化
を
振
興
し
、
地
域
社
会
の
絆

き
ず
な

の
維
持
及
び
強
化
を
図
り
、
並
び
に
共
生
社
会
の
実
現
に
資
す

る
た
め
の
施
策 

 

六 

原
子
力
発
電
施
設
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
受
け
た
地
域
の
復
興
に
つ
い
て
は
、
当
該
災
害
の
復
旧
の
状
況
等
を
勘
案
し

つ
つ
、
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
。 

 

（
国
の
責
務
） 

第
三
条 

国
は
、
前
条
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
二
十
一
世
紀
半
ば
に
お
け
る
日
本
の
あ
る
べ
き
姿
を
示
す
と
と
も
に
、
東

日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
（
以
下
「
東
日
本
大
震
災
復
興
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）

を
定
め
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
必
要
な
別
に
法
律
で
定
め
る
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
責

務
を
有
す
る
。 

 

（
地
方
公
共
団
体
の
責
務
） 

第
四
条 

地
方
公
共
団
体
は
、
第
二
条
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
か
つ
、
東
日
本
大
震
災
復
興
基
本
方
針
を
踏
ま
え
、
計
画



  

五 

的
か
つ
総
合
的
に
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
責
務
を
有
す
る
。 

 

（
国
民
の
努
力
） 

第
五
条 
国
民
は
、
第
二
条
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
相
互
扶
助
と
連
帯
の
精
神
に
基
づ
い
て
、
被
災
者
へ
の
支
援
そ
の
他

の
助
け
合
い
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

第
二
章 

基
本
的
施
策 

 

（
復
興
に
関
す
る
施
策
の
迅
速
な
実
施
） 

第
六
条 

国
は
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
施
策
を
迅
速
に
実
施
す
る
た
め
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
講
ず
る
措

置
に
つ
い
て
、
そ
の
円
滑
か
つ
弾
力
的
な
執
行
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
資
金
の
確
保
の
た
め
の
措
置
） 

第
七
条 

国
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
資
金
の

確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

復
興
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
施
策
以
外
の
施
策
に
係
る
予
算
を
徹
底
的
に
見
直
し
、
当
該
施
策
に
係
る
歳
出
の
削
減
を

図
る
こ
と
。 



 

六 

 
二 

財
政
投
融
資
に
係
る
資
金
及
び
民
間
の
資
金
の
積
極
的
な
活
用
を
図
る
こ
と
。 

 

（
復
興
債
の
発
行
等
） 

第
八
条 
国
は
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
必
要
な
資
金
を
確
保
す
る
た
め
、
別
に
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公

債
（
次
項
に
お
い
て
「
復
興
債
」
と
い
う
。
）
を
発
行
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

国
は
、
復
興
債
に
つ
い
て
は
、
そ
の
他
の
公
債
と
区
分
し
て
管
理
す
る
と
と
も
に
、
別
に
法
律
で
定
め
る
措
置
そ
の
他
の

措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
償
還
の
道
筋
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
復
興
に
係
る
国
の
資
金
の
流
れ
の
透
明
化
） 

第
九
条 

国
は
、
被
災
者
を
含
め
た
国
民
一
人
一
人
が
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
担
い
手
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
そ

の
復
興
に
係
る
国
の
資
金
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、
国
の
財
政
と
地
方
公
共
団
体
の
財
政
と
の
関
係
を
含
め
て
そ
の
透
明
化
を

図
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
復
興
特
別
区
域
制
度
の
整
備
） 

第
十
条 

政
府
は
、
被
災
地
域
の
地
方
公
共
団
体
の
申
出
に
よ
り
、
区
域
を
限
っ
て
、
規
制
の
特
例
措
置
そ
の
他
の
特
別
措
置

を
適
用
す
る
制
度
（
以
下
「
復
興
特
別
区
域
制
度
」
と
い
う
。
）
を
活
用
し
、
地
域
に
お
け
る
創
意
工
夫
を
生
か
し
て
行
わ



  

七 

れ
る
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
向
け
た
取
組
の
推
進
を
図
る
も
の
と
し
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
復
興
特
別
区
域
制
度
に

つ
い
て
総
合
的
に
検
討
を
加
え
、
速
や
か
に
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

第
三
章 

東
日
本
大
震
災
復
興
対
策
本
部 

 

（
設
置
） 

第
十
一
条 

内
閣
に
、
東
日
本
大
震
災
復
興
対
策
本
部
（
以
下
「
本
部
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。 

 

（
所
掌
事
務
） 

第
十
二
条 

本
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

 

一 

東
日
本
大
震
災
復
興
基
本
方
針
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務 

 

二 

関
係
地
方
公
共
団
体
が
行
う
復
興
事
業
へ
の
国
の
支
援
そ
の
他
関
係
行
政
機
関
が
講
ず
る
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興

の
た
め
の
施
策
の
実
施
の
推
進
及
び
こ
れ
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
令
の
規
定
に
よ
り
本
部
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
務 

 

（
東
日
本
大
震
災
復
興
対
策
本
部
長
） 

第
十
三
条 

本
部
の
長
は
、
東
日
本
大
震
災
復
興
対
策
本
部
長
（
以
下
「
本
部
長
」
と
い
う
。
）
と
し
、
内
閣
総
理
大
臣
を
も



 

八 

っ
て
充
て
る
。 

２ 
本
部
長
は
、
本
部
の
事
務
を
総
括
し
、
所
部
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 

（
東
日
本
大
震
災
復
興
対
策
副
本
部
長
） 

第
十
四
条 

本
部
に
、
東
日
本
大
震
災
復
興
対
策
副
本
部
長
（
以
下
「
副
本
部
長
」
と
い
う
。
）
を
置
き
、
内
閣
官
房
長
官
及

び
東
日
本
大
震
災
復
興
対
策
担
当
大
臣
（
内
閣
総
理
大
臣
の
命
を
受
け
て
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
の

推
進
に
関
し
内
閣
総
理
大
臣
を
助
け
る
こ
と
を
そ
の
職
務
と
す
る
国
務
大
臣
を
い
う
。
）
を
も
っ
て
充
て
る
。 

２ 

副
本
部
長
は
、
本
部
長
の
職
務
を
助
け
る
。 

 

（
東
日
本
大
震
災
復
興
対
策
本
部
員
） 

第
十
五
条 

本
部
に
、
東
日
本
大
震
災
復
興
対
策
本
部
員
（
以
下
「
本
部
員
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。 

２ 

本
部
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。 

 

一 

本
部
長
及
び
副
本
部
長
以
外
の
全
て
の
国
務
大
臣 

 

二 

内
閣
官
房
副
長
官
、
関
係
府
省
の
副
大
臣
若
し
く
は
大
臣
政
務
官
又
は
国
務
大
臣
以
外
の
関
係
行
政
機
関
の
長
の
う
ち

か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
者 



  

九 

 
（
幹
事
） 

第
十
六
条 

本
部
に
、
幹
事
を
置
く
。 

２ 

幹
事
は
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
。 

３ 

幹
事
は
、
本
部
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
本
部
長
、
副
本
部
長
及
び
本
部
員
を
助
け
る
。 

 

（
現
地
対
策
本
部
） 

第
十
七
条 

本
部
に
、
第
十
二
条
（
第
一
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
事
務
の
一
部
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
地
方
機
関
と
し
て
、

所
要
の
地
に
現
地
対
策
本
部
を
置
く
。 

２ 

現
地
対
策
本
部
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

３ 

現
地
対
策
本
部
に
現
地
対
策
本
部
長
を
置
き
、
関
係
府
省
の
副
大
臣
、
大
臣
政
務
官
そ
の
他
の
職
を
占
め
る
者
の
う
ち
か

ら
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。 

４ 

現
地
対
策
本
部
長
は
、
本
部
長
の
命
を
受
け
、
現
地
対
策
本
部
の
事
務
を
掌
理
す
る
。 

５ 

現
地
対
策
本
部
に
現
地
対
策
本
部
員
を
置
き
、
国
の
関
係
地
方
行
政
機
関
の
長
そ
の
他
の
職
員
の
う
ち
か
ら
内
閣
総
理
大

臣
が
任
命
す
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。 



 

一
〇 

 
（
東
日
本
大
震
災
復
興
構
想
会
議
の
設
置
等
） 

第
十
八
条 

本
部
に
、
東
日
本
大
震
災
復
興
構
想
会
議
を
置
く
。 

２ 

東
日
本
大
震
災
復
興
構
想
会
議
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

 

一 

本
部
長
の
諮
問
に
応
じ
て
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
し
、
及
び
こ
れ
に
関
し
必

要
と
認
め
る
事
項
を
本
部
長
に
建
議
す
る
こ
と
。 

 

二 

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
の
実
施
状
況
を
調
査
審
議
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
本
部
長
に

意
見
を
述
べ
る
こ
と
。 

３ 

東
日
本
大
震
災
復
興
構
想
会
議
は
、
議
長
及
び
委
員
二
十
五
人
以
内
を
も
っ
て
組
織
す
る
。 

４ 

議
長
及
び
委
員
は
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
及
び
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す

る
。 

 

（
原
子
力
発
電
施
設
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
受
け
た
地
域
の
復
興
に
関
す
る
合
議
制
の
機
関
） 

第
十
九
条 

前
条
第
一
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
原
子
力
発
電
施
設
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
受
け
た
地
域
の
復
興
に
関
す
る

重
要
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
災
害
の
復
旧
の
状
況
等
を
踏
ま
え
、
特
別
に
調
査
審
議
を
行
わ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め



  

一
一 

ら
れ
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
本
部
に
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
及
び
原
子
力
関
連
技
術
、
当
該
災

害
を
受
け
た
地
域
の
経
済
事
情
等
に
関
し
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
で
構
成
さ
れ
る
合
議
制
の
機
関
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
機
関
に
よ
る
調
査
審
議
は
、
東
日
本
大
震
災
復
興
構
想
会
議
に
よ
る
調
査
審
議
の
結
果
を
踏
ま

え
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
資
料
の
提
出
そ
の
他
の
協
力
の
要
請
） 

第
二
十
条 

東
日
本
大
震
災
復
興
構
想
会
議
及
び
前
条
に
規
定
す
る
合
議
制
の
機
関
（
以
下
「
東
日
本
大
震
災
復
興
構
想
会
議

等
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
又
は
関
係
の
あ

る
公
私
の
団
体
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
表
明
、
説
明
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

東
日
本
大
震
災
復
興
構
想
会
議
等
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
に

規
定
す
る
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
調
査
審
議
の
対
象
と
な
る
事
項
に
関
し
識
見
を
有
す
る
者
に
対
し
て
も
、
必
要
な
協
力
を

依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
事
務
局
） 

第
二
十
一
条 

本
部
に
、
そ
の
事
務
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、
事
務
局
を
置
く
。 



 

一
二 

２ 

事
務
局
に
、
事
務
局
長
そ
の
他
の
職
員
を
置
く
。  

３ 
事
務
局
長
は
、
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

事
務
局
長
は
、
本
部
長
の
命
を
受
け
、
局
務
を
掌
理
す
る
。 

５ 

事
務
局
に
、
現
地
対
策
本
部
に
対
応
し
て
、
事
務
局
の
所
掌
事
務
の
う
ち
当
該
現
地
対
策
本
部
に
係
る
も
の
を
処
理
さ
せ

る
た
め
、
現
地
対
策
本
部
事
務
局
を
置
く
。 

 

（
主
任
の
大
臣
） 

第
二
十
二
条 

本
部
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
号
）
に
い
う
主
任
の
大
臣
は
、
内
閣
総

理
大
臣
と
す
る
。 

 

（
政
令
へ
の
委
任
）  

第
二
十
三
条 

こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
本
部
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 
 

 

第
四
章 

復
興
庁
の
設
置
に
関
す
る
基
本
方
針 

第
二
十
四
条 

別
に
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣
に
、
復
興
庁
（
第
三
項
に
規
定
す
る
事
務
を
行
う
行
政
組
織
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。 



  

一
三 

２ 

復
興
庁
は
、
期
間
を
限
っ
て
、
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。 

３ 
復
興
庁
は
、
主
体
的
か
つ
一
体
的
に
行
う
べ
き
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
国
の
施
策
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る

事
務
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
と
し
、
当
該
事
務
の
効
率
的
か
つ
円
滑
な
遂
行
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
編
成
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
施
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務 

 

二 

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
施
策
の
実
施
に
係
る
事
務 

 

三 

そ
の
他
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
関
し
必
要
な
事
務 

４ 

本
部
は
、
復
興
庁
の
設
置
の
際
に
廃
止
す
る
も
の
と
し
、
本
部
並
び
に
現
地
対
策
本
部
、
東
日
本
大
震
災
復
興
構
想
会
議

等
及
び
そ
の
他
の
本
部
に
置
か
れ
る
組
織
の
機
能
は
、
復
興
庁
及
び
こ
れ
に
置
か
れ
る
組
織
に
引
き
継
が
れ
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

復
興
庁
は
、
で
き
る
だ
け
早
期
に
設
置
す
る
こ
と
と
し
、
政
府
は
、
前
各
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
復
興
庁
を
設
置

す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
可
能
な
限
り
早
い
時
期
に
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


